
平成２２年度下期放射線管理等報告書 
 

 

廃炉発官Ｒ３第６６号 

令和３年８月６日 

 

原子力規制委員会 殿 

 

 

 

 

住  所  東京都千代田区内幸町１丁目１番３号 

氏  名  東京電力ホールディングス株式会社 

代表執行役社長  小早川 智明 

 

 

核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第６７条第１項及び実用発電用原子炉の

設置，運転等に関する規則第１３６条第１項の規定により次のとおり報告します。 

なお，本報告は，平成28年8月31日（運総発官28第202号）で報告を行ったもののうち，別紙

のとおり訂正が必要となったことから，再報告するものです。 

 

工場又は事業所 

 

名 称 

 

東京電力ホールディングス株式会社  

福島第一廃炉推進カンパニー 

福島第一原子力発電所 

 

所 在 地 

 

福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原２２ 

 



１ 放射性物質の濃度の３月間についての平均値及び最高値 

(Bq/cm3)    

測 定 の 箇 所 

前半の３月間 

（１０月～１２月） 

後半の３月間 

（１月～３月） 
 

平 均 値 最 高 値 平 均 値 最 高 値  

排
気
口
又
は
排
気
監
視
設
備 

１・２号炉共用排気筒 検出限界未満 検出限界未満 検出限界未満 検出限界未満 注－１ 

サイトバンカ建屋換気系排気口 検出限界未満 検出限界未満 検出限界未満 検出限界未満 注－２ 

廃棄物集中処理建屋換気系排気筒 検出限界未満 検出限界未満 検出限界未満 検出限界未満 注－１ 

焼却炉建屋排気口 検出限界未満 検出限界未満 検出限界未満 検出限界未満 注－２ 

雑固体廃棄物減容処理建屋排気口 検出限界未満 検出限界未満 検出限界未満 検出限界未満 注－２ 

使用済燃料共用プール排気口 検出限界未満 検出限界未満 検出限界未満 検出限界未満 注－２ 

第５固体廃棄物貯蔵庫（固型化   

処理エリア）換気系排気口 
検出限界未満 検出限界未満 検出限界未満 検出限界未満 注－２ 

２号炉タービン建屋換気系排気筒 検出限界未満 検出限界未満 検出限界未満 検出限界未満 注－１ 

３・４号炉共用排気筒 検出限界未満 検出限界未満 検出限界未満 検出限界未満 注－１ 

３号炉タービン建屋換気系排気筒 検出限界未満 検出限界未満 検出限界未満 検出限界未満 注－１ 

４号炉タービン建屋換気系排気筒 検出限界未満 検出限界未満 検出限界未満 検出限界未満 注－１ 

５・６号炉共用排気筒 検出限界未満 検出限界未満 検出限界未満 検出限界未満 注－１ 

排
水
口
又
は
排
水
監
視
設
備 

１ 号 炉 排 水 口 検出限界未満 検出限界未満 検出限界未満 検出限界未満 注－３ 

２ 号 炉 排 水 口 検出限界未満 検出限界未満 放出実績なし 放出実績なし 注－４ 

３ 号 炉 排 水 口 検出限界未満 検出限界未満 検出限界未満 検出限界未満 注－５ 

４ 号 炉 排 水 口 検出限界未満 検出限界未満 放出実績なし 放出実績なし 注－６ 

５ 号 炉 排 水 口 検出限界未満 検出限界未満 検出限界未満 検出限界未満 注－７ 

６ 号 炉 排 水 口 放出実績なし 放出実績なし 検出限界未満 検出限界未満 注－８ 

 
注－１：共用排気筒，タービン建屋換気系排気筒及び廃棄物集中処理建屋換気系排気筒における濃度は，希ガス濃度である。 

なお，同排気筒における濃度の検出限界値は，２×１０－２Bq/cm3以下である。 
注－２：サイトバンカ建屋換気系排気口，焼却炉建屋排気口，雑固体廃棄物減容処理建屋排気口，使用済燃料共用プール排気口及び第５固

体廃棄物貯蔵庫（固型化処理エリア）換気系排気口における濃度は，粒子状放射性物質濃度である。 
なお，同排気口における濃度の検出限界値は，４×１０－９Bq/cm3以下（６０Ｃｏで代表）である。 

注－３：排水口における濃度は，３Ｈを除く値である。 

なお，排水口における濃度の検出限界値に相当する濃度（６０Ｃｏで代表）は，前半の３月間平均で５．２×１０－８Bq/cm3 以下，
後半の３月間平均で４．６×１０－８Bq/cm3以下である。 
（３Ｈの平均排水口濃度は，前半後半ともに検出限界未満であり，排水口における検出限界値に相当する濃度は，前半の３月間平

均で５．２×１０－７Bq/cm3以下，後半の３月間平均で４．６×１０－7Bq/cm3以下である。） 
注－４：排水口における濃度は，３Ｈを除く値である。 

なお，排水口における濃度の検出限界値に相当する濃度（６０Ｃｏで代表）は，前半の３月間平均で２．１×１０－８Bq/cm3 以下，

後半の３月間は放出実績なし。 
（３Ｈの平均排水口濃度は，前半の３月間平均で１．０×１０－４Bq/cm3である。） 

注－５：排水口における濃度は，３Ｈを除く値である。 

なお，排水口における濃度の検出限界値に相当する濃度（６０Ｃｏで代表）は，前半の３月間平均で２．７×１０－７Bq/cm3 以下，
後半の３月間平均で３．２×１０－７Bq/cm3以下である。 
（３Ｈの平均排水口濃度は，前半の３月間平均で７．０×１０－４Bq/cm3，後半の３月間平均で９．３×１０－５Bq/cm3以下である。） 

注－６：排水口における濃度は，３Ｈを除く値である。 
なお，排水口における濃度の検出限界値に相当する濃度（６０Ｃｏで代表）は，前半の３月間平均で２．４×１０－７Bq/cm3 以下，
後半の３月間は放出実績なし。 

（３Ｈの平均排水口濃度は，前半の３月間平均で６．３×１０－４Bq/cm3である。） 
注－７：排水口における濃度は，３Ｈを除く値である。 

なお，排水口における濃度の検出限界値に相当する濃度（６０Ｃｏで代表）は，前半の３月間平均で７．１×１０－８Bq/cm3 以下，

後半の３月間平均で４．８×１０－８Bq/cm3以下である。 
（３Ｈの平均排水口濃度は，前半の３月間平均で，４．５×１０－４Bq/cm3，後半の３月間平均で３．０×１０－４Bq/cm3である。） 

注－８：排水口における濃度は，３Ｈを除く値である。 

なお，排水口における濃度の検出限界値に相当する濃度（６０Ｃｏで代表）は，前半の３月間は放出実績なし，後半の３月間平均
で１．９×１０－７Bq/cm3以下である。（３Ｈの平均排水口濃度は，後半の３月間平均で１．２×１０－３Bq/cm3である。） 

※ 欄内の数値は H２３年３月１１日までの評価値である。 
 

 



２ 放射線業務従事者の１年間の線量分布 

１年間の線量 

（ミリシーベルト） 
５以下 

５を超え 

１５以下 

１５を超え 

２０以下 

２０を超え 

２５以下 

２５を超え 

５０以下 

５０を 

超える 
計 

放射線業務従事者数 

（人） 
9,247 2,802 632 319 644 416 14,060 

 

 

３ 女子（妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を原子炉設置者に書面で申し出た者を除く。）の

放射線業務従事者の３月間の線量分布 

３月間の線量 

（ミリシーベルト） 
１以下 

１を超え 

２以下 

２を超え 

５以下 
５を超える 計 

放射線業務 

従事者数 

（人） 

前半の３月間 

（１０月～１２月） 
72 1 0 0 73 

後半の３月間 

（１月～３月） 
68 1 7 2 78 

 

 

４ 運転時間及び熱出力 

〔原子炉の名称：福島第一原子力発電所１号炉〕 

 
運転時間（ｈ） 

熱出力 

平均（ｋＷ） 最大（ｋＷ） 

 １０月 ７４４ １，３７７×１０３ １，３７８×１０３ 

 １１月 ７２０ １，３７７×１０３ １，３７８×１０３ 

 １２月 ７４４ １，３７７×１０３ １，３７８×１０３ 

 １月 ７４４ １，３７６×１０３ １，３７９×１０３ 

 ２月 ６７２ １，３７６×１０３ １，３７８×１０３ 

 ３月 ２５５ ４７１×１０３ １，３７８×１０３ 

合計 ３，８７９ １，２２２×１０３ １，３７９×１０３ 

 

〔原子炉の名称：福島第一原子力発電所２号炉〕 

 
運転時間（ｈ） 

熱出力 

平均（ｋＷ） 最大（ｋＷ） 

 １０月 ０ ０ ０ 

 １１月 ３９０ ９１９×１０３ ２，３７４×１０３ 

 １２月 ７４４ ２，３７７×１０３ ２，３８０×１０３ 

 １月 ７４４ ２，３７９×１０３ ２，３８０×１０３ 

 ２月 ６７２ ２，３７９×１０３ ２，３８０×１０３ 

 ３月 ２５５ ８１５×１０３ ２，３８０×１０３ 

合計 ２，８０５ １，４６６×１０３ ２，３８０×１０３ 

項目 
月別 

項目 
月別 



 

〔原子炉の名称：福島第一原子力発電所３号炉〕 

 
運転時間（ｈ） 

熱出力 

平均（ｋＷ） 最大（ｋＷ） 

 １０月 ７４４ ２，３７８×１０３ ２，３７９×１０３ 

 １１月 ７２０ ２，３７８×１０３ ２，３７９×１０３ 

 １２月 ７４４ ２，３７８×１０３ ２，３７９×１０３ 

 １月 ７４４ ２，３７１×１０３ ２，３８０×１０３ 

 ２月 ６７２ ２，３７８×１０３ ２，３７９×１０３ 

 ３月 ２５５ ８１４×１０３ ２，３７９×１０３ 

合計 ３，８７９ ２，１１０×１０３ ２，３８０×１０３ 

 

〔原子炉の名称：福島第一原子力発電所４号炉〕 

 
運転時間（ｈ） 

熱出力 

平均（ｋＷ） 最大（ｋＷ） 

 １０月 ７４４ ２，３７５×１０３ ２，３７９×１０３ 

 １１月 ７０１ ２，２６６×１０３ ２，３７９×１０３ 

 １２月 ０ ０ ０ 

 １月 ０ ０ ０ 

 ２月 ０ ０ ０ 

 ３月 ０ ０ ０ 

合計 １，４４５ ７７８×１０３ ２，３７９×１０３ 

 

〔原子炉の名称：福島第一原子力発電所５号炉〕 

 
運転時間（ｈ） 

熱出力 

平均（ｋＷ） 最大（ｋＷ） 

 １０月 ７４４ ２，３７７×１０３ ２，３７９×１０３ 

 １１月 ４３ １４３×１０３ ２，３７９×１０３ 

 １２月 ２２２ ４７２×１０３ ２，３７９×１０３ 

 １月 ５２ １３９×１０３ ２，３７９×１０３ 

 ２月 ０ ０ ０ 

 ３月 ０ ０ ０ 

合計 １，０６１ ５３２×１０３ ２，３７９×１０３ 

項目 
月別 

項目 
月別 

項目 
月別 



 

〔原子炉の名称：福島第一原子力発電所６号炉〕 

 
運転時間（ｈ） 

熱出力 

平均（ｋＷ） 最大（ｋＷ） 

 １０月 ０ ０ ０ 

 １１月 ０ ０ ０ 

 １２月 ０ ０ ０ 

 １月 ０ ０ ０ 

 ２月 ０ ０ ０ 

 ３月 ０ ０ ０ 

合計 ０ ０ ０ 

項目 
月別 



 

（ 参 考 資 料 ） 

 

・ 排気口から放出される放射性物質（希ガス）は，評価地点までの希釈を考慮した上で「実用発電用

原子炉の設置，運転等に関する規則の規定に基づく線量限度等を定める告示（平成 13 年経済産業省告

示第 187 号）」の別表第２の第５欄に掲げる周辺監視区域外の濃度限度の適用を受ける。このため，周

辺監視区域外の濃度については排気口出口濃度より計算して求める。 

 

・ 排気口出口濃度より計算で求めた陸側の周辺監視区域外の空気中放射性物質濃度を参考として以下

に示す。気象条件は標準気象を用いた。 

 

最大濃度地点に 

おける地上濃度 

前 半 の ３ 月 間 平 均 値 

（１０月～１２月） （Bq/cm3） 

後 半 の ３ 月 間 平 均 値 

（１月～３月） （Bq/cm3） 

  

※東日本大震災の影響により平成２３年３月１１日までのデータを評価した。 

 

 

・ 排水口から放出される放射性物質（3Ｈを除く）は，「実用発電用原子炉の設置，運転等に関する規

則の規定に基づく線量限度等を定める告示（平成 13 年経済産業省告示第 187 号）」の別表第２の第６欄

に掲げる周辺監視区域外の濃度限度の適用を受ける。 

 
 



令和３年８月６日 
東京電力ホールディングス株式会社 

福島第一原子力発電所 
 

平成２２年度下期放射線管理等報告書の一部訂正について 
 

１．概要 
 「平成２２年度下期放射線管理等報告書」におきまして「２ 放射線業務従事者の線量

分布」に誤りを確認したため，報告書の記載を一部訂正させて頂きます。 
 
２．訂正箇所と発生原因 
訂正箇所：「２ 放射線業務従事者の１年間の線量分布」のうち，「５以下」，「５を超え１

５以下」，「１５を超え２０以下」，「２５を超え５０以下」，「計」の人数。 

発生原因：協力企業において，福島第一原子力発電所の事故時に構内で作業に従事した作

業員について，緊急作業従事者の未登録があること，ならびに作業員の被ばく線

量の修正が必要であることが判明したため。 

 

３．再発防止対策 

同様の事象が発生していないことについて，福島第一原子力発電所の事故当時構内に入

構可能であった登録事業者に対して再調査を依頼し，各事業者による調査の結果，当該事

業者を除く全ての事業者について福島第一原子力発電所の緊急作業への従事把握漏れや，

線量再評価の必要が無いことを確認しております。 

 

 

４．添付資料 

・平成２２年度下期放射線管理等報告書 正誤表



（１）平成２２年度下期放射線管理等報告書 正誤表 
 

訂正前 訂正後 
２ 放射線業務従事者の１年間の線量分布 
 

 
 

２ 放射線業務従事者の１年間の線量分布 
 

 
 

部は訂正箇所を示す。 


